
 

 

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

は，始業・終業時刻の確認及び記録を自己申告制にする場合，使用者は次のような

措置を講じなければならないとしています。 
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ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間

の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行う

こと。 

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガ

イドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。 

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かに

ついて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分か

るデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当

該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときに

は、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労

働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認するこ

と。 

 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと

報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者

の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わな

ければならないこと。 

Ｑ833．「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン」では，始業・終業時刻の確認及び記録を自己申告制

にする場合，使用者はどのような措置を講じなければならないとされ

ていますか。 



 

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。こ

のため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上

限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置

を講じてはならないこと。 

 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働

時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっ

ていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改

善のための措置を講ずること。 

 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわ

ゆる36協定）により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、

実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録

上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等に

おいて、慣習的に行われていないかについても確認すること。 
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 アは，従前の通達（「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

する基準について」（平成１３年４月６日基発第３３９号）でも示されており，イ，

エは本ガイドラインで新たに加えられました。ウは，従前の通達の内容に，所要の

労働時間の補正が追加されました。 

 オは，禁止されている阻害措置の具体例が上記通達より詳細になっているほか，

時間外労働時間削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間にか

かる事業場の措置が労働時間の適正な申告を阻害することになっていないか確認，

改善すること，及び３６協定において認められる延長時間を超えて労働しているに

もかかわらず，記録上はこれを守っているようにすることが慣習的に行われていな

いか確認するという項目が加えられています。 
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